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平成29年６月７日 
東 京 都 千 代 田 区 六 番 町 ６ 番 地 28 

 
 
 

取締役社長 関根 福一 
 

第154回定時株主総会招集ご通知 
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 
さて、当社第154回定時株主総会を下記により開催いたしますから、ご出席下さいますようご通知申し上げます。 
なお、当日ご出席お差支えの場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、

お手数ながら後掲の株主総会参考書類をご検討下さいまして、２頁および３頁の「議決権行使についてのご案内」に従
って、来る平成29年６月28日（水曜日）午後５時45分までに議決権をご行使賜りたくお願い申し上げます。 

敬 具 
 
記 
 

1．日  時 平成29年６月29日（木曜日）午前10時 
2．場  所 東京都千代田区六番町６番地28 

当社本社２階会議室 
（末尾の「会場ご案内図」をご参照下さい｡） 

3．目的事項  
報告事項 1．第154期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内

容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 
 2．第154期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）計算書類の内容報告の件 
決議事項  
第１号議案 剰余金の処分の件 
第２号議案 取締役８名選任の件 

以 上 
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。 
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結注記表および個別注記表につきましては、法令および定款第16条
の規定に基づき、当社ホームページ（http://www.soc.co.jp/ir/）に掲載しておりますので、本招集ご通知には添
付しておりません。 

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、当社ホームページ
（http://www.soc.co.jp/ir/）に掲載させていただきます。 

株 主 各 位 
（証券コード 5232）
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インターネット等による議決権行使 
（1） 議決権行使のお取扱いについて 

書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使と
してお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使
された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。 

（2） パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて 
① パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。 
② パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内

に従ってお手続き下さい。 
③ 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。 

（3）パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について 
① 本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合は、以下にお問い合わせ下さい。 

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル 

【電     話】   0120（652）031 
         （受付時間 9:00～21:00） 

② その他のご照会は、以下のお問い合わせ先にお願いいたします。 
ア 証券会社に口座をお持ちの株主様 

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせ下さい。 
イ 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様） 

三井住友信託銀行 証券代行事務センター 
［電話］  0120（782）031 
（受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く） 

 
議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ） 
 
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁

的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。 

以 上 
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 第１号議案 剰余金の処分の件 
期末配当に関する事項 

当期の期末配当につきましては、年間連結配当性向25％程度とする当期における方針に基づき、当期の業績と

今後の事業環境等を勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。なお、当期は、中間配当金として１株につき

５円をお支払いしたことから、年間の配当金は１株につき10円となり、前期に比べ２円の増配となります。 

 

（1）配当財産の種類 

金銭 

（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 

当社普通株式１株につき５円 総額2,029,418,470円 

（3）剰余金の配当が効力を生じる日 

平成29年６月30日 

 

ご参考 

<利益配分に関する方針> 

当社は、株主の皆様への利益配分を、基本的には、収益に対応して決定する重要事項であると認識しておりま

す。この収益を将来にわたって確保するためには、装置産業であるセメント製造業として、不断の設備の改

善・更新の投資が必要であり、このための内部留保の拡充も不可欠のことと考えております。以上の観点から

利益配分に関しては、安定的・継続的な配当を、経営全般にわたる諸要素を総合的に判断して決定していく方

針であります。 
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 第２号議案 取締役８名選任の件 
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、取締役８名の選任をお願いするも

のであります。 
取締役候補者は、次のとおりであります。  

候補者 
番 号 

ふ  り  が  な 

氏    名 
（生年月日） 

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有当社 
株 式 数 

① 

 
 

 
せき   ね   ふく  いち 

関 根 福 一 
（昭和26年５月20日生） 

 
 

昭和50年４月 当社入社 
平成16年６月 取締役 
平成18年６月 常務執行役員 
平成23年１月 代表取締役         （現在に至る｡） 
平成23年１月 取締役社長         （現在に至る｡） 

143,000株 

【取締役候補者とした理由】 
 長年にわたり主に人事・総務・管理部門に携わり、平成23年からは取締役社長として当社
グループの経営全般を統括しており、豊富な経験と実績を有しております。 
 上記の経験・実績に基づく、幅広い視野をもって経営に携わることにより、取締役会の機
能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。 

② 

 
 
すが      ゆう   し 

菅   雄 志 
（昭和27年６月19日生） 

 
 

 

昭和51年４月 当社入社 
平成19年６月 執行役員 
平成23年６月 常務執行役員 
平成24年６月 取締役 
平成27年６月 専務執行役員 
平成28年６月 代表取締役         （現在に至る｡） 
平成28年６月 執行役員副社長       （現在に至る｡） 

[総務部、法務室、人事部、企画部、管理部、 
資材部 各担当] 

33,212株 

【取締役候補者とした理由】 
 長年にわたり主に企画・管理・人事部門に携わり、当社グループ全体の経営計画立案等に
関する豊富な経験と実績を有しております。 
 上記の経験・実績に基づく、当社グループ全体にわたる幅広い知見をもって経営に携わる
ことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。 

③ 

 
 

 
むか   い   かつ   じ 

向 井 克 治 
（昭和29年11月25日生）

 
 

昭和53年４月 当社入社 
平成18年６月 執行役員 
平成22年６月 常務執行役員        （現在に至る｡） 
平成24年６月 取締役           （現在に至る｡） 

[知的財産部、光電子事業部、新材料事業部、 
新規技術研究所 各担当] 

34,000株 

【取締役候補者とした理由】 
 長年にわたり主に光電子・新材料事業部門に携わり、技術的知見を活かした事業運営・研
究開発に関する豊富な経験と実績を有しております。 
 上記の経験・実績に基づく、多角的な観点をもって経営に携わることにより、取締役会の
機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。   
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候補者 
番 号 

ふ  り  が  な 

氏    名 
（生年月日） 

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有当社 
株 式 数 

④ 

 
 

 
よし  とみ      いさお 

吉 冨   功 
（昭和30年１月22日生） 

 

 

昭和54年４月 当社入社 
平成21年６月 鉱産品事業部長 
平成23年６月 執行役員 
平成25年６月 電池材料事業部長 
平成26年６月 取締役           （現在に至る｡） 
平成27年６月 常務執行役員        （現在に至る｡） 

[電池材料事業部 担当] 36,000株 

【取締役候補者とした理由】 
 長年にわたり鉱産品・電池材料事業部門に携わり、技術的知見を活かした事業運営・事業
推進に関する豊富な経験と実績を有しております。 
 上記の経験・実績に基づく、多角的な観点をもって経営に携わることにより、取締役会の
機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。 

⑤ 

 
 
やま  もと  しげ   み  

山 本 繁 実 
（昭和29年11月12日生）

 

 
 

昭和52年４月 当社入社 
平成19年４月 環境部長 
平成21年６月 岐阜工場長 
平成22年６月 高知工場長 
平成23年６月 執行役員 
平成24年６月 生産技術部長        （現在に至る｡） 
平成26年４月 常務執行役員        （現在に至る｡） 
平成28年６月 取締役           （現在に至る｡） 

[生産技術部、設備部、鉱産品事業部、 
環境事業部、セメント・コンクリート研究所  
各担当] 

13,000株 

【取締役候補者とした理由】 
 長年にわたり主にセメント生産・環境事業部門に携わり、豊富な経験と実績を有しており
ます。 
 上記の経験・実績に基づく、生産・技術に関する高度な知見をもって経営に携わることに
より、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであります。 

⑥ 

 
 
おお  にし  とし  ひこ 

大 西 利 彦 
（昭和32年９月19日生） 

 

 
 

昭和56年４月 当社入社 
平成22年４月 セメント営業管理部長 
平成23年５月 東京支店長 
平成24年６月 執行役員 
平成26年４月 常務執行役員        （現在に至る｡） 
平成28年６月 取締役           （現在に至る｡） 

[不動産事業室、セメント営業管理部、国際部、
物流部 各担当] 

11,000株 

【取締役候補者とした理由】 
 長年にわたり主にセメント販売部門に携わり、豊富な経験と実績を有しております。 
 上記の経験・実績に基づく、販売の第一線で培った販売に関する幅広い知見をもって経営
に携わることにより、取締役会の機能強化が期待されるため、選任をお願いするものであり
ます。   
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候補者 
番 号 

ふ  り  が  な 

氏    名 
（生年月日） 

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有当社 
株 式 数 

⑦ 

 
   

 
さい   だ   くに た ろう 

齊 田 國太郎 
（昭和18年５月４日生） 

 

 

昭和44年４月 検事任官 
平成15年２月 高松高等検察庁検事長 
平成16年６月 広島高等検察庁検事長 
平成17年８月 大阪高等検察庁検事長 
平成18年５月 弁護士登録・開業      （現在に至る｡） 
平成20年６月 当社取締役         （現在に至る｡） 
[重要な兼職の状況] 
株式会社ニチレイ社外監査役 
平和不動産株式会社社外取締役 
キヤノン株式会社社外取締役 

25,000株 

【取締役候補者とした理由】 
 大阪高等検察庁等の検事長を歴任され、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任さ
れていることによる優れた見識と幅広い経験を生かし、かつ、客観的立場から社外取締役と
しての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、選任をお願いするものであり
ます。 

⑧ 

 
   

 
わた  なべ      あきら 

渡 邊   明 
（昭和６年１月17日生） 

 

 

昭和44年４月 九州工業大学工学部教授 
昭和60年10月 九州大学工学部教授 
平成２年10月 九州工業大学工学部長 
平成６年４月 九州共立大学工学部教授 
平成６年７月 九州工業大学名誉教授    （現在に至る｡） 
平成13年７月 九州共立大学学長 
平成17年７月 九州共立大学学長退任 
平成19年６月 当社監査役 
平成23年６月 当社監査役退任 
平成27年６月 当社取締役         （現在に至る｡） 

0株 

【取締役候補者とした理由】 
 大学の教授に加え、学部長・学長を歴任され、大学の運営にも関与されたことによる優れ
た見識と幅広い経験を生かし、かつ、客観的立場から社外取締役としての職務を適切に遂行
していただけるものと判断したため、選任をお願いするものであります。 

（注）1．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 
2．当社は、平成18年６月に執行役員制度を導入しております。 
3．齊田國太郎および渡邊明の両氏は、社外取締役候補者であります。 
4． 渡邊明氏は、当社監査役であった平成20年６月から、当社株式の大規模買付行為への対応策にかかる特別委
員会の委員であります。 

5． 齊田國太郎氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、第154回定時株主総会終結の時をもって９年であ
ります。 

6． 渡邊明氏が当社社外取締役に就任してからの年数は、第154回定時株主総会終結の時をもって２年でありま
す。 

7． 齊田國太郎および渡邊明の両氏は、当社と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して
おり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。 

8．齊田國太郎および渡邊明の両氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 
9． 山本繁実および大西利彦の両氏の取締役会出席率は、当社取締役に就任してから平成29年３月31日までの間
に開催された13回の取締役会に対する出席率を記載しております。  以 上 
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（1）事業の経過およびその成果 
当期におけるわが国経済は、政府の経済対策等の効果を背景に緩やかな回復基調にあったものの、中国をはじめと

するアジア新興国等の景気下振れ懸念や米国経済の動向による世界経済の不確実性の高まり等により、先行きに不透

明な状況が続きました。 

セメント業界におきましては、公共投資、民間設備投資がほぼ前期並みで推移したものの、建築工法の変化、天候

不順等の影響もあり、官公需、民需ともに減少したことから、セメント国内需要は、前期を2.1％下回る41,777千ト

ンとなりました。一方、輸出は、前期を8.9％上回りました。この結果、輸出分を含めた国内メーカーの総販売数量

は、前期を0.2％上回る53,027千トンとなりました。 

このような情勢の中で、当社グループは、セメントをはじめとする各種製品の安定供給を推進するとともに、持続

的発展のため、グループを挙げてコスト削減等に取り組みました。 

以上の結果、当期の売上高は、セメント事業等で増収となったものの、鉱産品、建材およびその他事業において減

収となったことから、前期並みの234,062百万円となりました。 

損益につきましては、セメント事業等で減益となったことから、経常利益は、22,627百万円と前期に比べ1,933

百万円の減益となりましたが、固定資産売却益を計上したことなどから、親会社株主に帰属する当期純利益は、

16,210百万円と前期に比べ99百万円の増益となりました。 
 

 

 
事業別の概況は、次のとおりであります。 
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（2）設備投資等の状況 
当期における設備投資の総額は、20,908百万円であり、その主な内容は、以下のとおりであります。 

大窯汽船㈱：セメントタンカー（5,500t積１隻）建造 （当期完了） 

当社高知工場：タフロック生産設備設置工事 （当期末現在継続中） 

当社小名浜ＳＳ（サービス・ステーション）：サイロ増設工事 （当期末現在継続中） 

エスオーシーマリン㈱：外航船（14,500t積１隻）建造 （当期末現在継続中） 

大窯汽船㈱：セメントタンカー（5,500t積１隻）建造 （当期末現在継続中） 

当社光電子事業部：ＬＮ変調器増産体制構築工事 （当期末現在継続中） 

当社新材料事業部：ＥＳＣ増産体制構築工事 （当期末現在継続中） 

当社高知工場：サイロ等増設工事 （当期末現在継続中） 
 

（3）資金調達の状況 
当期は、当社において次の社債の発行を行いました。 

 
銘柄 発行年月日 発行総額 利率 償還期限 

第15回無担保普通社債 平成28年８月30日 50億円 年0.240％ 平成35年８月30日 

 
（4）対処すべき課題 

＜経営方針＞ 

当社グループは､「私たちは、地球環境に配慮し、たゆまない技術開発と多様な事業活動を通じて、豊かな社会の

維持・発展に貢献する企業グループを目指します｡」という企業理念のもと、セメントをはじめとする各種製品の安

定供給を推進するとともに、持続的発展のため、グループを挙げて事業拡大およびコスト削減等に取り組んでまいり

ます。 

＜事業環境＞ 

今後のわが国経済は、引き続きアジア新興国等の景気の下振れや米国経済の動向による世界経済の不確実性の高ま

り等のリスクが存在するものの、政府の経済対策等を背景に、緩やかに回復していくことが期待されます。 

セメント業界におきましては、民間住宅投資が減少するものの、オリンピック関連工事等の進捗により、民間設備

投資が増加することから、民需は、前期並みで推移することが見込まれます。また、公共投資の増加により、官公需

は、増加することが見込まれるため、内需は、増加するものと思われます。 
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＜中期経営計画＞ 

当社グループは、平成29年度から「2017－19年度 中期経営計画」をスタートさせました。本中期経営計画で

は、セメント関連事業および高機能品事業の両事業分野で、市場を拡大し、安定的に成長し続ける企業グループとな

ることを将来目指すべき方向性とし、確実に成長の布石を打ってまいります。 

本中期経営計画では、次のとおり取り組んでまいります。 

① セメント関連事業（セメント事業・鉱産品事業・建材事業） 

（イ）海外セメント戦略 

海外市場をセメント関連事業の一市場と捉え、規模にかかわらず市場の開拓を進め、最終的には、輸出設備の

増強や継続的な販売市場の確保などにより、東南アジアでの海外セメント事業の確立を目指します。 

（ロ）周辺市場での拡大 

単独では大きな成長を見込めないセメント関連事業の各事業においても、連携やシナジーを追及することで、

周辺市場を開拓します。特に環境事業に重点を置き、セメント原燃料としての廃棄物処理の拡大に加え、セメ

ント需要減少下でも環境事業を拡大できる体制の構築のために、新たな廃棄物処理ビジネスや海外への環境関

連ビジネスの展開にも取り組みます。 

（ハ）事業基盤の強化 

セメント関連事業の事業基盤に関しては、これを事業成長のベースと捉え、コスト削減、インフラ整備、設備

の維持更新・大型補修等の投資を積極的に行っていきます。 

② 高機能品事業（光電子事業・新材料事業・電池材料事業） 

（イ）主力製品の増産対応 

新伝送方式用光通信部品や半導体製造装置向け電子材料等の既存製品においては、急速に成長する市場に対し、

マーケットを絞り込み、技術開発と積極的な増産投資をすることで、トップシェアを目指します。 

（ロ）新規事業・新製品の開発 

外部リソースの活用も含め、研究開発を強化し、既存製品の周辺領域での新規事業・新製品の開発を行うこと

で、事業分野全体の継続的成長を目指します。 
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（5）財産および損益の状況の推移 
① 企業集団の財産および損益の状況の推移 
 

区    分 平成25年度 
（第151期） 

平成26年度 
（第152期） 

平成27年度 
（第153期） 

平成28年度 
（当期） 

売 上 高（百万円） 235,078 234,539 234,192 234,062 
経 常 利 益（百万円） 22,400 24,383 24,560 22,627 
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 13,331 13,337 16,110 16,210 
１ 株当たり当期純利益（円） 32.03 32.05 39.43 39.93 
総 資 産（百万円） 325,328 335,981 325,710 336,790 
純 資 産（百万円） 154,821 175,754 177,247 195,869 

 
（注）1．平成25年度（第151期）は、セメント事業等で増収となったことから増収増益となりました。 

2．平成26年度（第152期）は、セメント事業における売上高がほぼ横這いで推移したことなどから、前期
並みとなりました。 

3．平成27年度（第153期）は、セメント事業で減収となったものの、その他の事業で増収となったことか
ら、売上高および経常利益は、前期並みとなりましたが、セメント事業等で増益となったことなどから、
親会社株主に帰属する当期純利益は、増益となりました。 

4．平成28年度（当期）は、前記（1）事業の経過およびその成果に記載いたしましたとおり、セメント事
業等で増収となったものの、その他の事業で減収となったことから、売上高は、前期並みとなりました
が、経常利益は、セメント事業等により減益となり、固定資産売却益を計上したことなどから、親会社
株主に帰属する当期純利益は、増益となりました。 

 

② 当社の財産および損益の状況の推移 
 

区    分 平成25年度 
（第151期） 

平成26年度 
（第152期） 

平成27年度 
（第153期） 

平成28年度 
（当期） 

売 上 高（百万円） 150,320 151,758 150,283 150,707 
経 常 利 益（百万円） 18,587 20,478 20,500 18,787 
当 期 純 利 益（百万円） 10,407 10,905 13,228 13,313 
１ 株当たり当期純利益（円） 25.01 26.21 32.38 32.80 
総 資 産（百万円） 279,067 286,942 276,210 284,537 
純 資 産（百万円） 136,681 154,449 153,335 168,845 
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（6）重要な親会社および子会社の状況（平成29年３月31日現在） 
① 親会社との関係 

該当する事項はありません。 

② 重要な子会社の状況 
 

会   社   名 資  本  金 
（百万円） 

当社の出資比率 
（％） 主 要 な 事 業 内 容 

和歌山高炉セメント株式会社 450 66.7 高炉セメントの製造・販売 

千代田エンジニアリング株式会社 304 91.7 電気設備工事および電気炉等の設置工事 
エ ス オ ー シ ー 物 流 株 式 会 社 300 100.0 内航海運業 

株 式 会 社 エ ス テ ッ ク 300 100.0 地盤改良工事およびコンクリート構造物補修工事 
秋 芳 鉱 業 株 式 会 社 250 100.0 石灰石の採掘・販売 

栗本コンクリート工業株式会社 200 90.0 ヒューム管ならびにその他コンクリート製品の製造・販売 
八 戸 セ メ ン ト 株 式 会 社 100 80.0 各種セメントの製造・販売 

北 浦 エ ス オ ー シ ー 株 式 会 社 90 100.0 生コンクリート・セメント・その他建材製品の販売 
東 京 エ ス オ ー シ ー 株 式 会 社 60 100.0 生コンクリートの製造・販売 

泉 工 業 株 式 会 社 40 100.0 
砕石の販売、建材製品の製造・販
売、建設発生土の中間処理および
木質チップ等の製造・販売 

ス ミ セ 建 材 株 式 会 社 40 100.0 生コンクリート・セメント・その他建材製品の販売 
 

（注）当社の出資比率については、間接保有分を含めて記載しております。 
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（7）主要な営業所および工場（平成29年３月31日現在） 
① 当 社 

（イ）本   社 東京都千代田区 

（ロ）支   店 
 

名   称 所 在 地  名   称 所 在 地 
札 幌 支 店 北 海 道 札 幌 市  大 阪 支 店 大 阪 府 大 阪 市 
東 北 支 店 宮 城 県 仙 台 市  四 国 支 店 香 川 県 高 松 市 
東 京 支 店 東 京 都 千 代 田 区  広 島 支 店 広 島 県 広 島 市 
北 陸 支 店 石 川 県 金 沢 市  福 岡 支 店 福 岡 県 福 岡 市 
名 古 屋 支 店 愛 知 県 名 古 屋 市    

 
（ハ）セメント工場 

 
名   称 所 在 地  名   称 所 在 地 

栃 木 工 場 栃 木 県 佐 野 市  赤 穂 工 場 兵 庫 県 赤 穂 市 
岐 阜 工 場 岐 阜 県 本 巣 市  高 知 工 場 高 知 県 須 崎 市 

 
（ニ）石灰石事業所 

 
名   称 所 在 地  名   称 所 在 地 

山 口 事 業 所 山 口 県 長 門 市  小 倉 事 業 所 福 岡 県 北 九 州 市 
 
（ホ）研究所 

 
名   称 所 在 地  名   称 所 在 地 

新 規 技 術 研 究 所 千 葉 県 船 橋 市  セメント・コンクリート 研 究 所 千 葉 県 船 橋 市 
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② 子会社 
 

名         称 所    在    地 
和 歌 山 高 炉 セ メ ン ト 株 式 会 社 和 歌 山 県 和 歌 山 市 
千 代 田 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社 東  京  都 港 区 
エ ス オ ー シ ー 物 流 株 式 会 社 東   京   都 千  代  田  区 
株 式 会 社 エ ス テ ッ ク 大 阪 府 大 阪 市 
秋 芳 鉱 業 株 式 会 社 山 口 県 美 祢 市 
栗 本 コ ン ク リ ー ト 工 業 株 式 会 社 滋 賀 県 愛 荘 町 
八 戸 セ メ ン ト 株 式 会 社 青 森 県 八 戸 市 
北 浦 エ ス オ ー シ ー 株 式 会 社 大 阪 府 大 阪 市 
東 京 エ ス オ ー シ ー 株 式 会 社 東 京 都 港 区 
泉 工 業 株 式 会 社 栃 木 県 佐 野 市 
ス ミ セ 建 材 株 式 会 社 東 京 都 文 京 区 

 
（8）従業員の状況（平成29年３月31日現在） 
① 企業集団の従業員の状況 

 
区    分 従 業 員 数 対前期末増減 

セ メ ン ト 事 業 1,624名 ＋47名 
鉱 産 品 事 業 206名 ＋11名 
建 材 事 業 272名 －2名 
光 電 子 事 業 203名 ＋16名 
新 材 料 事 業 131名 －5名 
そ の 他 事 業 428名 －2名 
全 社 (共 通) 109名 －7名 

合   計 2,973名 ＋58名 
 

（注）従業員数は、就業人員数であります。 
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② 当社の従業員の状況 
 

従 業 員 数 対前期末増減 平 均 年 齢 平均勤続年数 
1,170名 ＋9名 40.7歳 17.5年 

 （注）従業員数は、就業人員数であり、他社への出向者248名を含んでおりません。 
 

（9）主要な借入先（平成29年３月31日現在） 
 

借     入     先 借入額（百万円） 
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 8,896 
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 4,695 
株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 4,583 
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 3,831 
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 3,202 
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（1）発行可能株式総数 1,470,130,000株 
（2）発行済株式の総数 417,432,175株（うち自己株式11,548,481株） 
（3）株主数 28,051名  

（4）大株主  
 

株     主     名 持 株 数 
（千株） 

持株比率 
（％） 

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 42,285 10.4 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 29,542 7.3 
NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE SILCHESTER INTERNATIONAL  
INVESTORS  INTERNAT IONAL  VALUE  EQUITY  TRUST 14,208 3.5 

NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS 9,641 2.4 
野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （投 信 口） 8,597 2.1 
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社 8,520 2.1 
住 友 商 事 株 式 会 社 7,185 1.8 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 7,147 1.8 
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 6,786 1.7 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 6,547 1.6 

 （注）１．当社は、自己株式11,548,481株を保有しておりますが、上記の大株主から除外しております。 
２．持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数（11,548,481株）を除いた数に基づき、算出しており
ます。 
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（1）取締役および監査役の氏名等 
（平成29年３月31日現在） 

地     位 氏   名 担当および重要な兼職の状況 
※ 取 締 役 社 長 関 根 福 一  

※取 締 役 
執 行 役 員 副 社 長 菅   雄 志 総務部、法務室、人事部、企画部、管理部、 

資材部 各担当 
取 締 役 
常 務 執 行 役 員 向 井 克 治 知的財産部、光電子事業部、新材料事業部、 

新規技術研究所 各担当 
取 締 役 
常 務 執 行 役 員 吉 冨   功 電池材料事業部担当 

取 締 役 
常 務 執 行 役 員 山 本 繁 実 生産技術部、設備部、鉱産品事業部、環境事業部、 

セメント・コンクリート研究所 各担当、生産技術部長 
取 締 役 
常 務 執 行 役 員 大 西 利 彦 不動産事業室、セメント営業管理部、国際部、 

物流部 各担当 

取 締 役 齊 田 國太郎 
株式会社ニチレイ社外監査役 
平和不動産株式会社社外取締役 
キヤノン株式会社社外取締役 

取 締 役 渡 邊   明  
 監 査 役 （常 勤） 関 根 章 雄  
 監 査 役 （常 勤） 伊 藤   要  
 監 査 役 友 澤 史 紀  
 監 査 役 保 坂 庄 司  
 監 査 役 鈴 木 和 男  

 
（注）1．※印表示は、代表取締役を示します。 

2．取締役のうち齊田國太郎および渡邊明の両氏は、社外取締役であります。 
3．監査役のうち友澤史紀、保坂庄司および鈴木和男の３氏は、社外監査役であります。 
4．取締役齊田國太郎氏は、弁護士であります。 
5．監査役関根章雄氏は、当社の経理・財務部門および内部監査部門における業務経験を有しており、監査
役伊藤要氏は、当社の経理・財務部門および内部監査部門における業務経験を有しており、監査役保坂
庄司氏は、公認内部監査人の資格を有しており、監査役鈴木和男氏は、公認会計士の資格を有しており、
それぞれ財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 

6．取締役齊田國太郎氏、取締役渡邊明氏、監査役友澤史紀氏、監査役保坂庄司氏および監査役鈴木和男氏
につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。 
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[事業年度中に退任した取締役および監査役]  氏   名 退任時の地位 退 任 日 
中 尾 正 文 取締役執行役員副社長 平成28年６月29日（任期満了） 
藤 末   亮 取締役専務執行役員 平成28年６月29日（任期満了） 
村 松 龍 司 監 査 役 （常 勤） 平成28年６月29日（任期満了） 

 
[取締役を兼務しない執行役員の氏名等] 

（平成29年３月31日現在）  地   位 氏   名 担        当 
常 務 執 行 役 員 藤 原 康 生 環境事業部担当 

執 行 役 員 榊 原 弘 幸 セメント・コンクリート研究所担当、 
セメント・コンクリート研究所長 

執 行 役 員 小 木 亮 二 人事部、船橋事務所 各担当、人事部長 
執 行 役 員 野々村 智 範 企画部、管理部 各担当、企画部長 
執 行 役 員 諸 橋 央 典 東京支店長 
執 行 役 員 今 井 俊 雄 建材事業部担当、建材事業部長 
執 行 役 員 大 嶋 信太郎 高知工場長 
執 行 役 員 小 西 幹 郎 新規技術研究所担当、新規技術研究所長 
執 行 役 員 青 木 秀 起 赤穂工場長 

執 行 役 員 内 村 典 文 セメント営業管理部、国際部 各担当、 
セメント営業管理部長 

執 行 役 員 下 モ 真 史 光電子事業部担当、光電子事業部長 
執 行 役 員 島 田   徹 新材料事業部担当、新材料事業部長 
執 行 役 員 土 井 良 治 生産技術部担当、生産技術部 部長 

 
（2）責任限定契約の内容の概要 

当社は、各社外役員と会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損
害賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額であります。 

 
（3）当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 

取締役 10名 241百万円（うち社外２名 21百万円） 
監査役 ６名 55百万円（うち社外３名 23百万円） 
（注）上記の報酬等の額には、当事業年度中に退任した取締役２名および監査役１名に支給した報酬等が含まれて

おります。 
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（4）社外役員に関する事項 
① 取締役 齊田 國太郎 
（イ）重要な兼職先と当社との関係 

株式会社ニチレイ、平和不動産株式会社およびキヤノン株式会社は、当社との間に特別な関係はありません。 
（ロ）当事業年度における主な活動状況 

取締役会への出席状況および発言状況 
 当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席し、必要に応じて発言を適宜行っております。 

 
② 取締役 渡邊 明 
（イ）当事業年度における主な活動状況 

取締役会への出席状況および発言状況 
 当事業年度開催の取締役会16回のうち15回に出席し、必要に応じて発言を適宜行っております。 

 
③ 監査役 友澤 史紀 
（イ）当事業年度における主な活動状況 

取締役会および監査役会への出席状況および発言状況 
 当事業年度開催の取締役会16回のうち14回に出席、監査役会13回の全てに出席し、必要に応じて発言を適
宜行っております。 

 
④ 監査役 保坂 庄司 
（イ）当事業年度における主な活動状況 

取締役会および監査役会への出席状況および発言状況 
 当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席、監査役会13回の全てに出席し、必要に応じて発言を適宜行
っております。 

 
⑤ 監査役 鈴木 和男 
（イ）当事業年度における主な活動状況 

取締役会および監査役会への出席状況および発言状況 
 当事業年度開催の取締役会16回の全てに出席、監査役会13回の全てに出席し、必要に応じて発言を適宜行
っております。 
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（1）会計監査人の名称 
新日本有限責任監査法人 

 
（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬 73百万円

② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 74百万円
 
（注）1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報

酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額には、これらの合計額を記載しており
ます。 

2． 監査役会は、会計監査人および関係部署からの報告の聴取および必要な資料の入手を通じて、会計監査人の
監査計画の内容、前事業年度の会計監査遂行状況の評価を行い、報酬額の見積りの相当性を検討した結果、
会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。 

 
（3）非監査業務の内容 

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である「特許権使用料

に関する証明業務」を委託しております。 

 
（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

監査役会は、会社法第340条に定める監査役会による解任のほか、会計監査人が適切な監査を遂行することが困難

であると認められる場合等その必要があると判断するときは、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定い

たします。 
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（1）取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を
確保するための体制 
当社は、｢取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するた

めの体制 (内部統制システム)」整備の基本方針について、以下のとおり取締役会において決議しております。また、そ
の有効性を適宜検証し、内部統制システムの向上および改善に努めてまいります。 
 
① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
（イ）当社グループの全ての役職員（執行役員制度に基づく執行役員を含む。また、嘱託、派遣社員を含む｡）に対

し、コンプライアンスの意識高揚、浸透、定着を図るため、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設
置し、その役割と責任を明確にするため、コンプライアンス委員会規程を制定する。 

（ロ）コンプライアンス委員会は、毎年度ごとにコンプライアンスに関する活動の計画を策定し、その進捗を管理す
る。 

（ハ）コンプライアンスの状況に関する監査は、内部監査室が行い、その監査結果をコンプライアンス委員会に報告
する。コンプライアンス委員会は、監査結果について、必要に応じ適切な措置を講じるとともに、監査結果等
を取締役会および監査役に報告する。 

（ニ）当社グループの企業活動にかかわるコンプライアンスに関して、当社グループ社員（嘱託、派遣社員を含む｡）
から通報を受け、その是正のための措置を行うことを目的とした通報制度（コンプライアンスホットライン制
度）を設ける。なお、通報窓口は、社内においては内部監査室、社外においては弁護士をこれにあてる。また、
通報者の希望により匿名性を確保するとともに、通報者に対し不利益な扱いを行わない。 

（ホ）当社グループの業務活動および諸制度に関し、内部監査を行うことを目的として内部監査室を設置する。 
（ヘ）市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした対応を行い、一切の関係を遮断す

るための体制を整備する。 
 
② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 
（イ）法令および文書規程、情報管理基本規程、情報セキュリティ基本規程等の社内規程に基づき文書等の保存およ

び管理を行う。 
（ロ）当社の意思決定に係る書類である伺書については、検索が容易なデータベースに登録することにより管理する

とともに、当該データベースについては、監査役の閲覧に供するものとする。 
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③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
（イ）当社グループのリスクの把握、評価および対応を図るため、社長を委員長とするリスク管理委員会を設置し、

その役割と責任を明確にするため、リスク管理委員会規程を制定する。 
（ロ）リスク管理委員会は、毎年度ごとにリスク管理に関する活動の計画を策定し、その進捗を管理する。 
（ハ）リスク管理の状況に関する監査は、内部監査室が行い、その監査結果をリスク管理委員会に報告する。リスク

管理委員会は、監査結果について、必要に応じ適切な措置を講じるとともに、監査結果等を取締役会および監
査役に報告する。 

 
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
（イ）当社を取り巻く環境の変化に適切かつ効率的に対応するため、中期経営計画を策定し、達成すべき目標とそれ

を実現するためのアクションプランを明確にし、これに取り組む。 
（ロ）経営における意思決定・監督機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と権限・責任

の明確化により経営の効率化を図るため、執行役員制度を導入する。 
（ハ）取締役会規程、職務権限規程等の社内規程により職務権限・意思決定のルールを明確にすることで適正かつ効

率的な職務の執行を図る。 
 
⑤ 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 
（イ）子会社の取締役等の職務の執行に係わる事項の会社への報告に関する体制 

当社グループ会社における協力の推進と子会社の自主責任を前提とした経営を基本理念に、当社グループ全体
の業務の整合性の確保と効率的な遂行を図るため関係会社管理規程を制定し、子会社から報告すべき事項を明
確にするとともに、子会社を管理する担当部署を設置する。 

（ロ）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
リスク管理については、リスク管理委員会の活動対象を当社グループ全体とし、内部監査室によるリスク管理
の状況に関する内部監査の対象も当社グループ全体とする。 

（ハ）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
子会社を取り巻く環境の変化に適切かつ効率的に対応するため、年間予算を策定し、その達成に取り組む。取
締役会規程、職務権限規程等の社内規程により職務権限・意思決定ルールを明確にすることで適正かつ効率的
な職務の執行を図る。 

（ニ）子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 
コンプライアンスについては、コンプライアンス委員会の活動対象を当社グループ全体とし、内部監査室によ
るコンプライアンスの状況に関する内部監査の対象も当社グループ全体とする。また、コンプライアンスホッ
トライン制度については、その通報窓口を子会社にも開放し、これを子会社に周知することにより、当社グル
ープにおけるコンプライアンスの実効性を確保する。 
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⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用
人の取締役からの独立性に関する事項ならびに当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項 

（イ）監査役を補助すべき使用人として、監査役業務補助員を設置する。監査役業務補助員は監査役の指示を受けて
業務を遂行する。 

（ロ）監査役業務補助員の人事異動および人事考課に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。 
 
⑦ 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 
（イ）会議体の議事結果やコンプライアンスおよびリスク管理に関する監査の結果等の定例的な事項については、監

査役に対し定期的に報告するとともに、会社に著しい損害を与える事態が発生し、もしくはそのおそれのある
ことを知ったとき、職務遂行に関する不正な行為もしくは法令定款に違反する重大な事実があったときまたは
当局から行政処分を受けたときは、速やかにその事実を監査役に報告する。 

（ロ）内部監査室は、内部監査の結果を監査役に報告する。 
 
⑧ 子会社の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者の監査役への報告に関する体制 
（イ）子会社に著しい損害を与える事態が発生し、もしくはそのおそれがあることを知ったとき、職務執行に関する

不正な行為もしくは法令定款に違反する重大な事実があったときまたは当局から行政処分を受けたときは、速
やかにその事実を監査役に報告する。 

 
⑨ 監査役への報告をした者がそれを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 
（イ）報告者の匿名性を確保するとともに、報告者に対し人事上の処遇等において不利な取扱いを行わない。 

 
⑩ 監査役の費用の前払い・償還の手続きその他職務執行について生ずる費用・債務処理の方針に関する事項 
（イ）監査方針・計画等に基づく監査役の職務の円滑な執行に必要と認められる費用（前払い・償還を含む）は、当

社の負担とする。 
 
⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 
（イ）原則として２ヶ月に１回、社長と監査役との懇談会を開催し、社長は、監査役に業務執行の状況を報告すると

ともに、会社運営に関する意見の交換のほか、意思の疎通を図る。 
（ロ）当社の意思決定に係る書類である伺書のデータベースを監査役の閲覧に供するとともに、取締役会のほかにも

業務執行の状況を把握するために必要な会議への監査役の出席を認めるものとする。 
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（2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 
① コンプライアンスに関する取り組みの状況 

コンプライアンス委員会は、当社グループ全体のコンプライアンスの意識高揚、浸透、定着を図るための各種階
層別の研修、セミナー等をはじめとする年間の活動実績および活動計画を審議するとともに、コンプライアンスに
関わる必要な措置を講じ、その結果については取締役会に報告しています。また、内部監査室は、当社グループ全
体の業務活動等に関する内部監査に加え、コンプライアンスの状況に関する監査を実施し、その結果を社長および
コンプライアンス委員会に報告しています。さらに、コンプライアンスホットライン制度を設けており、その対象
を当社グループ全体とし、その制度趣旨を周知するとともに、通報された事案については、速やかに事実関係を確
認し、その是正等、適切な措置を講じています。 

 
② リスク管理に関する取り組みの状況 

リスク管理委員会は、当社グループ全体のリスクの把握、評価および対応を図るための年間の活動実績および活
動計画を審議するとともに、リスク管理に関わる必要な措置を講じ、その結果については取締役会に報告していま
す。また、内部監査室は、当社グループ全体のリスク管理の状況に関する監査を実施し、その結果を社長およびリ
スク管理委員会に報告しています。 

 
③ その他の職務執行が適正かつ効率的に行われることを確保するための取り組みの状況 

中期経営計画の策定にあたっては、経営会議にて、十分な審議を経た後、取締役会にて決議し、達成すべき目標
とそれを実現するためのアクションプランを明確にし、その概要については、公表したうえで、これに取り組んで
います。また、経営における意思決定・監督機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と
権限・責任の明確化のため、執行役員制度を導入し、そのもとで執行役員会議を設置し、取締役会における審議の
結果の伝達、各執行役員の業務執行状況の報告を行っています。さらに、取締役会規程、職務権限規程等の社内規
程により、取締役会への付議基準や当事部門における一定職位の決裁権および協議先となる関係部門の審議権を定
め、職務権限・意思決定のルールを明確にすることで適正かつ効率的な職務の執行を図っています。 
 
④ 監査役の職務が実効的に行われることを確保するための取り組みの状況 

監査役は、取締役等からの業務執行状況、内部監査室からの内部監査の結果、コンプライアンスおよびリスク管
理の状況に関する監査結果等についての報告を受けるとともに、重要な会議への出席等により、職務の執行に必要
な情報を入手しています。また、監査方針・計画等に基づく監査役の職務の執行に必要な費用については、予め必
要な額を見積り、かかった費用については、当社が負担しています。 
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① 基本方針の内容の概要 
当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向

上に資する者が望ましいと考えております。 
もっとも、当社は、株式を上場して市場での自由な取引に委ねているため、会社を支配する者の在り方は、最終的

には株主の皆様全体の意思に基づき決定されるべきであり、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの
判断も、最終的には株主の皆様全体のご意思に基づき行われるべきものと考えます。 
しかしながら、当社株式の大規模な買付行為や買付提案の中には、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそ

れがあるもの、株主の皆様が買付けの条件等について検討したり、当社の取締役会が代替案を提案するための十分な
時間や情報を提供しないもの、買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買付者との交渉を必要とす
るもの等、株主共同の利益を毀損するものもありえます。 
このような大規模な買付行為や買付提案を行う者は、例外的に当社の財務および事業の方針の決定を支配する者と

して適当でないと判断します。 
 
② 基本方針の実現に資する取組み 

当社は、｢私たちは、地球環境に配慮し、たゆまない技術開発と多様な事業活動を通じて、豊かな社会の維持・発展
に貢献する企業グループを目指します｡」という企業理念のもと､「セメント事業」および関連する「鉱産品事業｣・
｢建材事業」を通じて、社会資本整備や重厚産業に不可欠な基礎資材を提供しています。また、独自技術の開発や外部
技術の導入によって､「光電子事業｣・｢新材料事業」等を展開し、先端技術分野向けの部材や各種材料の供給を行って
おります。そして、これら５つの事業を効率的に運営することにより、経営の安定化と着実な成長を実現し、社会へ
の貢献と株主の皆様の期待に応えてまいりました。 
また、これら５つの事業に加え、現在、当社が事業拡大のため、注力している事業の一つが「電池材料事業」です。 

｢光電子事業｣・｢新材料事業｣・｢電池材料事業」の手がける分野は、市場ニーズの変化や、競争が激しいものの、今

後とも市場の拡大が期待できる分野です。今後も、当社独自の技術力に加え、他社・各種研究機関との提携、共同研

究を通じて、これら市場の拡大が期待できる分野において、より早く、より低コストで、より付加価値の高い製品を

開発・供給することで、事業の拡大に努めるとともに、当社が長年培ってきた有形・無形の経営資源を活用し、全社

的な安定収益構造を確立することで、企業価値を高めてまいります。また、株主の皆様、地域社会、取引先、従業員

その他ステークホルダーとの信頼関係を維持するとともに、各ステークホルダーの信頼にこたえるべく努力してまい

ります。 
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また、当社は､「監査役設置会社」の形態を採用し、業務に精通した取締役と経営に対する監督機能の強化を図るた

めに選任された独立役員である社外取締役からなる取締役会における審議等を通じて的確な判断を行い、業務の効率

化に努めるとともに、監査役の監査機能の充実を図っております。 

さらに、経営における意思決定・監督機能と執行機能の分離による各々の機能の強化や意思決定の迅速化と権限・

責任の明確化により経営の効率化を図るため､「執行役員制度」を導入しております。 

 

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み 

当社は、上記基本方針に基づき、平成20年６月27日開催の当社第145回定時株主総会において株主の皆様のご承

認をいただき、当社株式の大規模買付行為への対応策を導入しました。また、平成23年６月29日開催の当社第148

回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただき、その内容を一部改定した上で、更新しました（更新後の当

社株式の大規模買付行為への対応策を、以下「旧プラン」といいます｡)。その後、平成26年５月13日に開催された当

社取締役会において、旧プランの内容を一部改定した上で更新すること（改定後のプランを、以下「本プラン」とい

います｡）を決定し、平成26年６月27日開催の第151回定時株主総会において、承認されました。 

本プランの概要については、以下のとおりであります。 

（イ）本プランの対象となる当社株式の買付け 

本プランの対象となる当社株式の買付けとは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的と

する当社株券等の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買

付行為（以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付者等」とい

います｡）とします。 

（ロ）特別委員会の設置 

当社取締役会は、大規模買付ルールに則った手続の進行ならびに当社の株主の皆様の利益および当社の企業価値

を守るために適切と考える方策を取る場合におけるその判断の合理性および公正性を担保するため、当社取締役会

から独立した機関として特別委員会を設置します。 
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（ハ）大規模買付ルールの概要 

当社が設定する大規模買付ルールの概要は、以下のとおりです。 

１）大規模買付者等による意向表明書の当社への事前提出 

大規模買付者等が大規模買付行為を行おうとする場合には、まず当社取締役会宛に、大規模買付ルールに従う

旨の誓約および大規模買付者の名称等を日本語で記載した意向表明書をご提出いただきます。 

２）大規模買付者等による必要情報の提供 

当社は、意向表明書受領後、大規模買付者等から当社取締役会に対して、株主の皆様のご判断および取締役会

としての意見形成のために提供いただくべき必要かつ十分な情報（以下「大規模買付情報」といいます｡）のリ

ストを当該大規模買付者等に交付し、大規模買付者等には、本大規模買付情報のリストに従い、本大規模買付情

報を当社取締役会にご提出いただきます。 

３）取締役会による評価期間等 

当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付者等が当社取締役会に対し大規模買付

情報の提供を完了した後、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間を設定し

ます。 

（ニ）大規模買付行為が為された場合の対応方針 

１）大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守した場合 

当社取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、原則として当該大規模買付行為に対する

対抗措置はとりません。 

但し、大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、当該大規模買付行為が、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと当社取締役会が判断する場合には、例外的に、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を守ることを目的として必要かつ相当な範囲内で、新株予約権の無償割当て等、会社法その

他の法律が認める対抗措置をとることがあります。 

２）大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守しなかった場合で、かつ当社の企業価値ひいては株主共同の利益を

確保するために必要であるときには、当社取締役会は、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律が認め

る対抗措置をとり、大規模買付行為に対抗することとします。 
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３）対抗措置の発動の手続 

対抗措置をとる場合には、その判断の合理性および公正性を担保するために、まず当社取締役会は対抗措置の

発動に先立ち、特別委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮問し、特別委員会は十分検討した上で対抗措

置の発動の是非について勧告を行うものとします。 

当社取締役会は、対抗措置の発動の是非を判断するにあたり、特別委員会の勧告を最大限尊重します。 

４）株主意思確認総会の開催 

当社取締役会は、対抗措置の発動勧告について、特別委員会が対抗措置の発動に関してあらかじめ株主の皆様

のご意思を確認するべき旨の留保を付した場合であって、当社取締役会が、適切と判断する場合には、実務上可

能な限りすみやかに株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます｡）を開催し、対抗措置の発動に関する株

主の皆様のご意思を確認することができるものとします。 

株主意思確認総会を開催する場合には、当社取締役会は、株主意思確認総会の決議に従います。 

（ホ）本プランの有効期間 

本プランの有効期間につきましては、平成26年６月27日開催の当社第151回定時株主総会の終結時から平成29

年６月開催予定の第154回定時株主総会の終結時までとします。 

 

④ 上記②および③の取組みが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の

地位の維持を目的とするものでないことについて 

当社取締役会は、上記②の取組みは、当社の企業価値を継続的かつ持続的に向上させることを目的とするものであ

るから、上記①に記載した基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、また当

社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。 

また、当社取締役会は、次の理由から上記③の取組みが上記①に記載した基本方針に沿い、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を損なうものではなく、また当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しておりま

す。 
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１）買収防衛策に関する指針等の要件を充足していること 

本プランは、経済産業省および法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又

は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則をすべて充足しています。また、経済産業省に設置さ

れた企業価値研究会が平成20年６月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」そ

の他の買収防衛策に関する実務、議論を踏まえた内容となっており、合理性を有するものと考えております。さ

らに、本プランは、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則等の趣旨に合致するもので

す。 

２）株主意思を重視するものであること 

本プランは、平成26年６月27日開催の当社第151回定時株主総会での承認により発効しており、株主の皆様

のご意思が反映されております。 

また、当社取締役会は、一定の場合に、本プランに定める対抗措置の発動の是非について、株主意思確認総会

において株主の皆様の意思を確認することとしています。 

さらに、本プラン更新後、有効期間満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行わ

れた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意思が反映されます。 

３）当社取締役の任期が１年とされていること 

当社は、取締役の任期を１年としており、経営陣の株主の皆様に対する責任をより明確なものとしております。

また、本プランは、株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとしていることから、取締役選任議案に関する議決権の

行使を通じて、本プランに対する株主の皆様のご意思を反映させることも可能となっております。 

４）特別委員会の判断の重視と情報開示 

本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外取締役および社外有

識者で構成される特別委員会により行われることとされています。 

また、その判断の概要については株主の皆様に情報開示をすることとされており、当社の企業価値ひいては株

主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。 
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５）合理的な客観的要件の設定 

本プランにおける対抗措置は、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、

当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。 

６）デッドハンド型買収防衛策ではないこと 

本プランは、当社の株券等の大規模買付者等が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止することが

できるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、

発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

 

本プランの詳細につきましては、当社ホームページに掲載の平成26年５月13日付「当社株式の大規模買付行為へ

の対応策（買収防衛策）の更新について」をご覧ください。（参考URL http://www.soc.co.jp/） 

 

（ご参考） 

本プランの有効期間は、平成29年６月29日開催予定の当社第154回定時株主総会（以下「本定時株主総

会」といいます｡）終結の時までとなっております。当社は、平成29年５月11日開催の当社取締役会におい

て、本定時株主総会終結の時をもって本プランを更新せず、廃止することを決議いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（注）本事業報告に記載しております数値は、金額および株式数については表示単位未満の端数を切り捨て、その他

は四捨五入により表示しております。 
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科目 
当期 
 

平成29年３月31日現在 

前期 
（ご参考） 

平成28年３月31日現在 
資産の部   
流動資産 99,771 100,189 

現金及び預金 26,828 31,536 
受取手形及び売掛金 48,877 45,660 
商品及び製品 6,076 6,589 
仕掛品 2,679 2,532 
原材料及び貯蔵品 11,548 10,133 
繰延税金資産 1,630 1,701 
短期貸付金 194 234 
その他の流動資産 2,000 1,850 
貸倒引当金 △ 64 △ 50 

固定資産 237,019 225,520 
有形固定資産 163,002 159,303 
建物及び構築物 48,436 50,219 
機械装置及び運搬具 51,660 51,340 
土地 37,899 37,962 
建設仮勘定 8,952 3,955 
その他の有形固定資産 16,053  15,825 
無形固定資産 2,310 2,303 
のれん ― 5 
その他の無形固定資産 2,310 2,297 
投資その他の資産 71,707 63,914 
投資有価証券 62,280 54,393 
長期貸付金 2,871 2,906 
繰延税金資産 695 715 
退職給付に係る資産 346 320 
その他の投資 5,664 6,095 
貸倒引当金 △ 151 △ 518 

資産合計 336,790 325,710 

 
単位：百万円

科目 
当期 
 

平成29年３月31日現在 

前期 
（ご参考） 

平成28年３月31日現在 
負債の部   
流動負債 76,534 90,996 

支払手形及び買掛金 28,650 25,882 
短期借入金 21,898 25,987 
１年内返済予定の長期借入金 7,352 9,392 
１年内償還予定の社債 ― 10,000 
未払法人税等 3,654 4,669 
賞与引当金 2,326 2,269 
その他の流動負債 12,651 12,794 

固定負債 64,387 57,466 
社債 10,000 5,000 
長期借入金 24,966 26,127 
繰延税金負債 14,549 11,945 
役員退職慰労引当金 153 176 
厚生年金基金解散損失引当金 ― 405 
ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 247 ― 
退職給付に係る負債 2,987 3,076 
資産除去債務 1,074 768 
その他の固定負債 10,409 9,967 

負債合計 140,921 148,462 
純資産の部   
株主資本 162,937 150,409 
資本金 41,654 41,654 
資本剰余金 29,284 29,282 
利益剰余金 96,830 84,274 
自己株式 △ 4,831 △ 4,801 

その他の包括利益累計額 31,268 25,230 
その他有価証券評価差額金 31,141 25,255 
為替換算調整勘定 556 644 
退職給付に係る調整累計額 △ 430 △ 669 

非支配株主持分 1,662 1,607 
純資産合計 195,869 177,247 
負債・純資産合計 336,790 325,710 

 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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  単位：百万円

科目 
当期 
 

平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 

前期 
（ご参考） 

平成27年４月１日から平成28年３月31日まで 

売上高 234,062 234,192 
売上原価 176,812 175,474 

売上総利益 57,250 58,717 
販売費及び一般管理費 35,719 35,103 

営業利益 21,530 23,614 
営業外収益 2,884 3,246 
受取利息及び配当金 2,015 2,371 
持分法による投資利益 201 251 
受取賃貸料 148 153 
その他の営業外収益 519 469 

営業外費用 1,788 2,300 
支払利息 798 953 
為替差損 289 510 
その他の営業外費用 700 836 

経常利益 22,627 24,560 
特別利益 1,458 890 
固定資産売却益 892 637 
投資有価証券売却益 566 4 
関係会社株式売却益 ― 249 

特別損失 1,240 1,610 
固定資産除却損 683 1,395 
固定資産売却損 2 37 
投資有価証券評価損 1 11 
投資有価証券売却損 ― 0 
減損損失 15 165 
ＰＣＢ廃棄物処理費用 237 ― 
和解金 300 ― 

税金等調整前当期純利益 22,845 23,839 
法人税、住民税及び事業税 6,629 7,881 
法人税等調整額 △ 55 △ 200 
当期純利益 16,271 16,159 
非支配株主に帰属する当期純利益 61 48 
親会社株主に帰属する当期純利益 16,210 16,110 
 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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  単位：百万円

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 41,654 29,282 84,274 △ 4,801 150,409 
当期変動額      
剰余金の配当 ― ― △ 3,653 ― △ 3,653 
親会社株主に帰属する当期純利益 ― ― 16,210 ― 16,210 
自己株式の取得 ― ― ― △ 29 △ 29 
自己株式の処分 ― 0 ― 0 0 
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 ― 1 ― ― 1 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）      

当期変動額合計 ― 1 12,556 △ 29 12,528 
当期末残高 41,654 29,284 96,830 △ 4,831 162,937 
 

 
その他の包括利益累計額 

非支配株主持分 純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

退職給付に係る 
調整累計額 

その他の包括利益 
累計額合計 

当期首残高 25,255 644 △ 669 25,230 1,607 177,247 
当期変動額       
剰余金の配当 ― ― ― ― ― △ 3,653 
親会社株主に帰属する当期純利益 ― ― ― ― ― 16,210 
自己株式の取得 ― ― ― ― ― △ 29 
自己株式の処分 ― ― ― ― ― 0 

非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 ― ― ― ― ― 1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  5,886 △ 87  239  6,037 55  6,093 
当期変動額合計  5,886 △ 87  239  6,037 55 18,621 
当期末残高 31,141 556 △ 430 31,268 1,662 195,869 
 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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科目 
当期 
 

平成29年３月31日現在 

前期 
（ご参考） 

平成28年３月31日現在 

資産の部   
流動資産 72,845 74,710 

現金及び預金 22,622 26,658 
受取手形 3,916 3,782 
売掛金 24,069 23,549 
商品及び製品 4,981 5,332 
仕掛品 ― 3 
原材料及び貯蔵品 8,740 7,444 
前払費用 158 148 
繰延税金資産 1,153 1,218 
短期貸付金 8,933 7,206 
その他の流動資産 826 997 
貸倒引当金 △ 2,558 △ 1,630 

固定資産 211,692 201,499 
有形固定資産 131,523 130,675 
建物 18,429 18,855 
構築物 20,966 21,876 
機械及び装置 35,343 36,479 
車両運搬具 14 20 
工具、器具及び備品 761 749 
原料地 14,889 14,570 
土地 34,936 35,008 
リース資産 113 148 
建設仮勘定 6,068 2,968 
無形固定資産 1,409 1,428 
借地権 48 48 
鉱業権 622 625 
ソフトウェア 571 569 
その他の無形固定資産 167 185 
投資その他の資産 78,759 69,395 
投資有価証券 58,586 50,915 
関係会社株式 10,322 10,321 
関係会社出資金 610 610 
長期貸付金 7,069 6,218 
長期前払費用 1,426 1,381 
その他の投資 1,628 1,716 
貸倒引当金 △ 883 △ 1,768 

資産合計 284,537 276,210 

 単位：百万円

科目 
当期 
 

平成29年３月31日現在 

前期 
（ご参考） 

平成28年３月31日現在 
負債の部   
流動負債 61,461 74,481 

支払手形 335 301 
買掛金 15,318 14,794 
短期借入金 25,139 27,469 
１年内返済予定の長期借入金 5,651 7,758 
１年内償還予定の社債 ― 10,000 
未払金 9,648 8,392 
未払費用 394 436 
未払法人税等 3,164 3,578 
預り金 192 196 
賞与引当金 1,402 1,368 
その他の流動負債 215 185 

固定負債 54,230 48,393 
社債 10,000 5,000 
長期借入金 18,611 21,112 
繰延税金負債 14,262 11,720 
長期預り金 7,450 7,014 
退職給付引当金 1,525 1,303 
ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金 202 ― 
資産除去債務 219 216 
その他の固定負債 1,959 2,025 

負債合計 115,692 122,875 
純資産の部   
株主資本 137,726 128,095 
資本金 41,654 41,654 
資本剰余金 29,238 29,238 
資本準備金 10,413 10,413 
その他資本剰余金 18,825 18,825 
利益剰余金 71,664 62,004 
その他利益剰余金 71,664 62,004 
探鉱準備金 30 41 
固定資産圧縮積立金 2,302 2,371 
特別償却準備金 2 3 
別途積立金 25,097 25,097 
繰越利益剰余金 44,232 34,490 

自己株式 △ 4,831 △ 4,801 
評価・換算差額等 31,119 25,239 
その他有価証券評価差額金 31,119 25,239 

純資産合計 168,845 153,335 
負債・純資産合計 284,537 276,210  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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  単位：百万円

科目 
当期 
 

平成28年４月１日から平成29年３月31日まで 

前期 
（ご参考） 

平成27年４月１日から平成28年３月31日まで 

売上高 150,707 150,283 
売上原価 106,238 104,767 

売上総利益 44,468 45,515 
販売費及び一般管理費 26,658 25,759 

営業利益 17,810 19,756 
営業外収益 2,376 2,790 
受取利息及び配当金 2,149 2,543 
その他の営業外収益 226 246 

営業外費用 1,399 2,046 
支払利息 670 809 
為替差損 291 494 
その他の営業外費用 436 742 

経常利益 18,787 20,500 
特別利益 1,345 391 
固定資産売却益 779 148 
投資有価証券売却益 566 4 
関係会社株式売却益 ― 238 

特別損失 1,134 1,510 
固定資産除却損 653 1,312 
固定資産売却損 2 37 
投資有価証券評価損 1 11 
投資有価証券売却損 ― 0 
減損損失 15 148 
ＰＣＢ廃棄物処理費用 161 ― 
和解金 300 ― 

税引前当期純利益 18,999 19,381 
法人税、住民税及び事業税 5,720 6,323 
法人税等調整額 △ 34 △ 170 
当期純利益 13,313 13,228 
 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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  単位：百万円

 

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

その他利益剰余金 
利益 
剰余金 
合計 

探鉱 
準備金 

固定資産 
圧縮 
積立金 

特別償却 
準備金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

当期首残高 41,654 10,413 18,825 29,238 41 2,371 3 25,097 34,490 62,004 
当期変動額           
剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― ― ― △ 3,653 △ 3,653 
探鉱準備金の取崩 ― ― ― ― △ 11 ― ― ― 11 ― 
固定資産圧縮積立金の取崩 ― ― ― ― ― △ 68 ― ― 68 ― 
特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― ― ― △ 1 ― 1 ― 
当期純利益 ― ― ― ― ― ― ― ― 13,313 13,313 
自己株式の取得 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
自己株式の処分 ― ― 0 0 ― ― ― ― ― ― 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）           

当期変動額合計 ― ― 0 0 △ 11 △ 68 △ 1 ― 9,741 9,660 
当期末残高 41,654 10,413 18,825 29,238 30 2,302 2 25,097 44,232 71,664 
 

 

株主資本 評価・換算差額等 

純資産合計 
自己株式 株主資本 

合計 
その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

当期首残高 △ 4,801 128,095 25,239 25,239 153,335 
当期変動額      
剰余金の配当 ― △ 3,653 ― ― △ 3,653 
探鉱準備金の取崩 ― ― ― ― ― 
固定資産圧縮積立金の取崩 ― ― ― ― ― 
特別償却準備金の取崩 ― ― ― ― ― 
当期純利益 ― 13,313 ― ― 13,313 
自己株式の取得 △ 29 △ 29 ― ― △ 29 
自己株式の処分 0 0 ― ― 0 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） ― ― 5,879 5,879 5,879 

当期変動額合計 △ 29 9,630 5,879 5,879 15,510 
当期末残高 △ 4,831 137,726 31,119 31,119 168,845  （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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独立監査人の監査報告書 
 

平成29年５月９日 
 
住友大阪セメント株式会社   取締役会 御中 
 

新日本有限責任監査法人  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 金 子 秀 嗣 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 川 高 史 ㊞

  当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、住友大阪セメント株式会社の平成28年４月１日
から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。 
 
連結計算書類に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠
して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて
合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。
監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評
価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもので
はないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、
連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会
計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の
表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、住友大阪セメント株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の
財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 

以 上 
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独立監査人の監査報告書 
 

平成29年５月９日 
 
住友大阪セメント株式会社   取締役会 御中 
 

新日本有限責任監査法人  
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 金 子 秀 嗣 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 川 高 史 ㊞

  当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、住友大阪セメント株式会社の平成28年４
月１日から平成29年３月31日までの第154期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。 
 
計算書類等に対する経営者の責任 
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。 
 
監査人の責任 
 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明
細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 
監査意見 
 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
利害関係 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。 

以 上 
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監 査 報 告 書 
 
 当監査役会は、平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第154期事業年度の取
締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査
報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 
1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び
結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分
担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集
及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。 
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状
況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必
要に応じて、子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いた
しました。 
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正
を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定
める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている
体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。 
③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号
ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内
容について検討を加えました。 
④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及
び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われ
ることを確保するための体制｣（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準｣（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類 
(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表) 及びその附属明細書
並びに連結計算書類 (連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及
び連結注記表) について検討いたしました。 
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2. 監査の結果 
（1）事業報告等の監査結果 
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示し
ているものと認めます。 
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な
事実は認められません。 
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行につい
ても、指摘すべき事項は認められません。 
④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り
方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記
載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本方針に沿っ
たものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役
員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。 

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果 
 会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。 

（3）連結計算書類の監査結果 
 会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。 

 
    平成29年５月９日  

住友大阪セメント株式会社 監査役会 
 

監査役(常勤) 関 根 章 雄 ㊞
監査役(常勤) 伊 藤  要 ㊞
社 外監査役 友 澤 史 紀 ㊞
社外監査役 保 坂 庄 司 ㊞
社外監査役 鈴 木 和 男 ㊞

 
以 上   
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〔メ モ 欄〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 45 Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. 46

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   



〒102－8465 東京都千代田区六番町６番地28
Tel. 03（5211）4500（代表） 環境に配慮した植物油インキを

使用しています。
見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。
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